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【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｊ   3/20     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ 101/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  77/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ   1/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｊ    3/20     ＣＥＰＺ
   Ｃ０８Ｊ    3/20     ＣＦＧ　
   Ｃ０８Ｌ  101/00     　　　　
   Ｃ０８Ｌ   77/00     　　　　
   Ｃ０８Ｌ    1/02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年8月26日(2020.8.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリアミド系樹脂及び／又はポリアセタール系樹脂を含む熱可塑性樹脂と、
　径が４５０ｎｍ以下であるセルロースウィスカー若しくは径が４５０ｎｍ以下であるセ
ルロースファイバー又はこれらの混合物であるセルロース（但し、カチオン性セルロース
のカチオン基が中和されてなる変性セルロースを除く）と
を含む樹脂組成物の製造方法であって、
　水を主成分とする分散媒と、前記分散媒中に分散させた熱可塑性樹脂及びセルロースと
、界面活性剤とを含む樹脂セルロース分散液を調製する第一の工程、
　前記樹脂セルロース分散液を撹拌しながら加熱し、分散媒を除去して樹脂セルロース混
合物を得る第二の工程、
　第二の工程で得られた樹脂セルロース混合物を溶融混練して樹脂組成物を得る第三の工
程、
をこの順に含む、樹脂組成物の製造方法。
【請求項２】
　樹脂組成物中の熱可塑性樹脂の比率が、樹脂組成物１００質量％に対して５０～９９質
量％である、請求項１に記載の樹脂組成物の製造方法。
【請求項３】
　熱可塑性樹脂が、ポリアミド系樹脂である、請求項１又は２に記載の樹脂組成物の製造
方法。
【請求項４】
　前記ポリアミド系樹脂が、ポリアミド６、ポリアミド６，６、又はこれらの混合物であ
る、請求項３に記載の樹脂組成物の製造方法。
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【請求項５】
　第一の工程において、セルロースを分散媒中に分散させてセルロース分散液を得た後、
前記セルロース分散液を熱可塑性樹脂に添加して前記樹脂セルロース分散液を得る、請求
項１～４のいずれか一項に記載の樹脂組成物の製造方法。
【請求項６】
　第一の工程においてセルロースと組合される熱可塑性樹脂の５０質量％超がペレット形
状である、請求項１～５のいずれか一項に記載の樹脂組成物の製造方法。
【請求項７】
　第一の工程において得られる樹脂セルロース分散液１００質量％中のセルロースの割合
が、１～３０質量％である、請求項１～６のいずれか一項に記載の樹脂組成物の製造方法
。
【請求項８】
　第二の工程の温度が、１００℃以上、２００℃未満である、請求項１～７のいずれか一
項に記載の樹脂組成物の製造方法。
【請求項９】
　第三の工程の少なくとも一部を大気圧未満の減圧状態で行う、請求項１～８のいずれか
一項に記載の樹脂組成物の製造方法。
【請求項１０】
　第一～第三工程を押出機で連続して実施する、請求項１～９のいずれか一項に記載の樹
脂組成物の製造方法。
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